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栄・下田地区における固定資産税の
住宅用地に対する課税標準の特例の運用について

１ 住宅用地に対する課税標準の特例とは

土地の固定資産税の基になる課税標準額は、農地や山林等は評価額と課税標準額は通常同一である。しかし、宅地等のうち、住宅用の

土地については、特に税負担を軽減する観点から、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用される。

小規模住宅用地 住宅１戸当たり２００㎡まで 価格の１/６

一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 価格の１/３

※非住宅用地は、課税標準の特例はなし。負担調整措置により評価額の70％が課税標準額となる。

２ 現 在 の 運 用 は

【三条地区での運用】
同一画地内に住宅用以外の家屋があるときは、事業の用に供する家屋の割合等に応じて一定割合を非住宅用地として取り扱う。

＊画地とは、利用状況等からみて一体をなしていると認められる土地の範囲を言う。

同一画地内に事業用家屋と居住用家屋が混在する場合 建床面積割合で敷地面積を按分し、住宅率を算出

同一画地内に農業用家屋と居住用家屋が混在する場合 敷地面積から農業用家屋の建床面積を引いた面積を敷地面積で割り、住宅率を算出

【栄・下田地区での運用】

同じ敷地内に専用住宅のほか、農舎や事務所など事業用の

家屋が存在していても、全て住宅用地として認定する。

合併時点では家屋の所在位置の特定と画地の特定がされていな

かったため、適正な特例措置とはなっておらず、現在もその運用が続い

ている。

３ 今 後 の 運 用 に つ い て

合併後10年余りが経過し運用を統一する時期にきていること、及び税の公平な負担の観点から、三条地区の運用に統一

するもの。
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①栄地区の農業用家屋と居住用家屋が混在する場合

Ａさん宅

②栄地区の事業用家屋と居住用家屋が混在する場合

Ｂさん宅

③下田地区の農業用家屋と居住用家屋が混在する場合

Ｃさん宅

④下田地区の事業用家屋と居住用家屋が混在する場合
Ｄさん宅

宅地1,000㎡ 評価額10,000円/㎡

■現在
全て住宅用地で算出 固定資産税（年税額） 41,900円

■運用を統一した場合

住宅用地950㎡、非住宅用地50㎡で算出 固定資産税（年税額） 44,500円

※年税額の差 2,600円
住宅(建床150㎡）農舎(建床50㎡）

宅地1,000㎡ 評価額10,000円/㎡

住宅(建床150㎡）工場(建床150㎡）

■現在

全て住宅用地で算出 固定資産税（年税額） 41,900円

■運用を統一した場合

住宅用地500㎡、非住宅用地500㎡で算出 固定資産税（年税額） 67,600円

※年税額の差 25,700円

宅地1,000㎡ 評価額6,000円/㎡

住宅(建床150㎡）農舎(建床50㎡）

■現在

全て住宅用地で算出 固定資産税（年税額） 25,200円

■運用を統一した場合

住宅用地950㎡、非住宅用地50㎡で算出 固定資産税（年税額） 26,700円

※年税額の差 １,500円

■現在

全て住宅用地で算出 固定資産税（年税額） 25,200円

■運用を統一した場合

住宅用地500㎡、非住宅用地500㎡で算出 固定資産税（年税額） 40,600円

※年税額の差 １5,400円

宅地1,000㎡ 評価額6,000円/㎡

住宅(建床150㎡）工場(建床150㎡）

４ 統一に向けたスケジュールについて

【平成31年度～平成33年度】

栄地区の家屋特定調査の実施
(家屋の所在地の特定)

【平成33年度～平成35年度】

栄・下田地区の住宅用地等の地積調査の実施

固定資産の評価替え年度である平成36年度から、運用を統一


